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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降路内に設けられた一対のガイドレールと、前記ガイドレールに沿って昇降する乗り
かごと、前記乗りかごの振動を検出する加速度検出器と、前記乗りかごの振動を能動的に
抑制する制振機構部と、前記加速度検出器の出力に基づき前記乗りかごの振動を抑制する
ように前記制振機構部を制御する制御装置を備えたエレベータ装置において、
　前記制御装置は、
　前記制振機構部を作動させずに前記乗りかごを昇降させて取得した加速度から前記ガイ
ドレールによって与えられる外乱を推定し、
　推定された外乱に基づき前記制振機構部の制振アクチュエータを制御する制御量の少な
くとも１つの制御パラメータの調整量を算出し、
　この調整量を用いて演算された制御量で前記制振機構部の前記制振アクチュエータを作
動させて前記乗りかごを昇降させ、この時に取得した加速度が所定値以下になるまで、制
御パラメータの調整量を繰り返し算出して前記制振アクチュエータに与える制御量を演算
すると共に、
　更に、前記制御装置は、
　前記乗りかごが前記ガイドレール上を移動する過程で複数の振動モード発生領域が存在
する場合、前記ガイドレールのガイドレール長と前記乗りかごの複数の振動モードの固有
振動数から導き出した複数の走行速度に基づいて前記乗りかごを昇降させ、
　前記加速度検出器によって検出された最大加速度から前記ガイドレールによって与えら
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れる外乱を推定し、
　推定された外乱に基づき前記制振アクチュエータを制御する制御量の制御パラメータの
調整量を算出する
ことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項２】
　昇降路内に設けられた一対のガイドレールと、前記ガイドレールに沿って昇降する乗り
かごと、前記乗りかごの振動を検出する加速度検出器と、前記乗りかごの振動を能動的に
抑制する制振機構部と、前記加速度検出器の出力に基づき前記乗りかごの振動を抑制する
ように前記制振機構部を制御する制御装置を備えたエレベータ装置において、
　前記制御装置は、
　前記制振機構部を作動させずに前記乗りかごを昇降させて取得した加速度から前記ガイ
ドレールによって与えられる外乱を推定し、
　推定された外乱に基づき前記制振機構部の制振アクチュエータを制御する制御量の少な
くとも１つの制御パラメータの調整量を算出し、
　この調整量を用いて演算された制御量で前記制振機構部の前記制振アクチュエータを作
動させて前記乗りかごを昇降させ、この時に取得した加速度が所定値以下になるまで、制
御パラメータの調整量を繰り返し算出して前記制振アクチュエータに与える制御量を演算
すると共に、
　更に、前記制御装置は、
　前記昇降路を高さ毎に複数の高さ領域に分けて前記加速度検出器で加速度を検出し、
　前記高さ領域毎に最大加速度が発生している走行速度を算出し、その走行速度に対応し
て発生する加速度に応じて前記制振アクチュエータを制御する制御量の制御パラメータの
調整量を算出する
ことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項３】
　請求項１或いは請求項２に記載のエレベータ装置において、
　前記制振機構部を作動させずに前記乗りかごを昇降させる時の走行条件と、前記制振機
構部を作動させて前記乗りかごを昇降させる時の走行条件とを同じ条件とする
ことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項４】
　請求項１或いは請求項２に記載のエレベータ装置において、
　前記制御装置は、少なくとも前記乗りかごの前後方向の振動を抑制する前記制振機構部
を制御する第１の制御装置と、少なくとも前記乗りかごの左右方向の振動を抑制する前記
制振機構部を制御する第２の制御装置とからなり、
　前記第１の制御装置は、推定された前後方向の外乱に基づき前記制振機構部の前後方向
の振動を抑制する第１の制振アクチュエータを制御する制御量の少なくとも１つの制御パ
ラメータの調整量を算出し、この調整量を用いて演算された制御量で前記第１の制振アク
チュエータを作動させて前記乗りかごを昇降させ、この時に取得した加速度が所定値以下
になるまで、制御パラメータの調整量を繰り返し算出して前記第１の制振アクチュエータ
に与える制御量を演算し、
　前記第２の制御装置は、推定された左右方向の外乱に基づき前記制振機構部の左右方向
の振動を抑制する第２の制振アクチュエータを制御する制御量の少なくとも１つの制御パ
ラメータの調整量を算出し、この調整量を用いて演算された制御量で前記第２の制振アク
チュエータを作動させて前記乗りかごを昇降させ、この時に取得した加速度が所定値以下
になるまで、前記制御パラメータの調整量を繰り返し算出して第２制振アクチュエータに
与える制御量を演算する
ことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項５】
　昇降路内に設けられた一対のガイドレールと、前記ガイドレールに沿って昇降する乗り
かごと、前記乗りかごの振動を検出する加速度検出器と、前記乗りかごの振動を能動的に
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抑制する制振機構部と、前記加速度検出器の出力に基づき前記乗りかごの振動を抑制する
ように前記制振機構部を制御する制御装置を備えたエレベータ装置において、
　前記制御装置とは分離された制御パラメータ調整装置を前記制御装置と前記加速度検出
器に接続し、前記制御パラメータ調整装置は、
　前記制振機構部を作動させずに前記乗りかごを昇降させて取得した加速度から前記ガイ
ドレールによって与えられる外乱を推定し、
　推定された外乱に基づき前記制振機構部の制振アクチュエータを制御する制御量の少な
くとも１つの制御パラメータの調整量を算出して前記制御装置に転送し、
　前記制御装置が転送された調整量を用いて演算した制御量で前記制振アクチュエータを
作動させて前記乗りかごを昇降させた時、この時に取得した加速度が所定値以下になるま
で、制御パラメータの調整量を繰り返し算出して前記制御装置に転送すると共に、
　更に、前記制御パラメータ調整装置は、
　前記乗りかごが前記ガイドレール上を移動する過程で複数の振動モード発生領域が存在
する場合、前記ガイドレールのガイドレール長と前記乗りかごの複数の振動モードの固有
振動数から導き出した複数の走行速度に基づいて前記乗りかごを昇降させ、
　前記加速度検出器によって検出された最大加速度から前記ガイドレールによって与えら
れる外乱を推定し、
　推定された外乱に基づき前記制振アクチュエータを制御する制御量の制御パラメータの
調整量を算出して前記制御装置に転送する
ことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項６】
　昇降路内に設けられた一対のガイドレールと、前記ガイドレールに沿って昇降する乗り
かごと、前記乗りかごの振動を検出する加速度検出器と、前記乗りかごの振動を能動的に
抑制する制振機構部と、前記加速度検出器の出力に基づき前記乗りかごの振動を抑制する
ように前記制振機構部を制御する制御装置を備えたエレベータ装置において、
　前記制御装置とは分離された制御パラメータ調整装置を前記制御装置と前記加速度検出
器に接続し、前記制御パラメータ調整装置は、
　前記制振機構部を作動させずに前記乗りかごを昇降させて取得した加速度から前記ガイ
ドレールによって与えられる外乱を推定し、
　推定された外乱に基づき前記制振機構部の制振アクチュエータを制御する制御量の少な
くとも１つの制御パラメータの調整量を算出して前記制御装置に転送し、
　前記制御装置が転送された調整量を用いて演算した制御量で前記制振アクチュエータを
作動させて前記乗りかごを昇降させた時、この時に取得した加速度が所定値以下になるま
で、制御パラメータの調整量を繰り返し算出して前記制御装置に転送すると共に、
　更に、前記制御パラメータ調整装置は、
　前記昇降路を高さ毎に複数の高さ領域に分けて前記加速度検出器で加速度を検出し、
　前記高さ領域毎に最大加速度が発生している走行速度を算出し、その走行速度に対応し
て発生する加速度に応じて前記制振アクチュエータを制御する制御量の制御パラメータの
調整量を算出して前記制御装置に転送する
ことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項７】
　昇降路内に設けられた一対のガイドレールと、前記ガイドレールに沿って昇降する乗り
かごと、前記乗りかごの振動を検出する加速度検出器と、前記乗りかごの振動を能動的に
抑制する制振機構部と、前記加速度検出器の出力に基づき前記乗りかごの振動を抑制する
ように前記制振機構部を制御する制御装置を備えたエレベータ装置において、
　前記制御装置は、
　前記制振機構部を作動させずに前記乗りかごを昇降させて取得した加速度から前記ガイ
ドレールによって与えられる外乱を推定し、
　推定された外乱に基づき前記制振機構部の制振アクチュエータを制御する制御量の少な
くとも１つの制御パラメータの調整量を算出し、



(4) JP 6295166 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

　この調整量を用いて演算された制御量で前記制振機構部の前記制振アクチュエータを作
動させて前記乗りかごを昇降させ、この時に取得した加速度が所定値以下になるまで、制
御パラメータの調整量を繰り返し算出して前記制振アクチュエータに与える制御量を演算
し、
　更に、前記制御装置は、
　前記乗りかごが前記ガイドレール上を移動する過程で複数の振動モード発生領域が存在
する場合、前記ガイドレールのガイドレール長と前記乗りかごの複数の振動モードの固有
振動数から導き出した複数の走行速度に基づいて前記乗りかごを昇降させ、
　前記加速度検出器によって検出された最大加速度から前記ガイドレールによって与えら
れる外乱を推定し、
　推定された外乱に基づき前記制振アクチュエータを制御する制御量の制御パラメータの
調整量を算出する
ことを特徴とするエレベータ装置の制振機構調整方法。
【請求項８】
　昇降路内に設けられた一対のガイドレールと、前記ガイドレールに沿って昇降する乗り
かごと、前記乗りかごの振動を検出する加速度検出器と、前記乗りかごの振動を能動的に
抑制する制振機構部と、前記加速度検出器の出力に基づき前記乗りかごの振動を抑制する
ように前記制振機構部を制御する制御装置を備えたエレベータ装置において、
　前記制御装置は、
　前記制振機構部を作動させずに前記乗りかごを昇降させて取得した加速度から前記ガイ
ドレールによって与えられる外乱を推定し、
　推定された外乱に基づき前記制振機構部の制振アクチュエータを制御する制御量の少な
くとも１つの制御パラメータの調整量を算出し、
　この調整量を用いて演算された制御量で前記制振機構部の前記制振アクチュエータを作
動させて前記乗りかごを昇降させ、この時に取得した加速度が所定値以下になるまで、制
御パラメータの調整量を繰り返し算出して前記制振アクチュエータに与える制御量を演算
し、
　更に、前記制御装置は、
　前記昇降路を高さ毎に複数の高さ領域に分けて前記加速度検出器で加速度を検出し、
　前記高さ領域毎に最大加速度が発生している走行速度を算出し、その走行速度に対応し
て発生する加速度に応じて前記制振アクチュエータを制御する制御量の制御パラメータの
調整量を算出する
ことを特徴とするエレベータ装置の制振機構調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は建築物に設けられるエレベータ装置に係り、特に乗りかごの移動中の振動を抑
制する制振機構を備えたエレベータ装置及びこれの制振機構調整方法に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　エレベータ装置においては、乗りかごが昇降路を上下に移動して乗客や荷物を搬送する
ものである。ところで最近では建築物の高層化に伴い、乗りかごの走行速度が速くなる傾
向にあり、乗りかごの振動（揺れ）が大きな問題になってきている。乗りかごの振動の原
因の一つとしてガイドレールの取り付け上の問題がある。ガイドレールを設置する時に、
ガイドレールが曲がって固定されるといった不整な状態で取り付けられることによって、
乗りかごがこの取り付け不整の影響を受け振動を生じるものである。そして、このような
振動を抑制するため以下に述べるような対策が講じられている。
【０００３】
　例えば、特開２００６-１３１３８５号公報（特許文献１）にあるように、エレベータ
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装置の乗りかごには、乗りかごをガイドレールに沿って上下に昇降させるために、ガイド
レールに対して３方向からローラが接触するローラガイド機構が設置されている。このロ
ーラガイド機構は、乗りかごのかご枠の上部（天井側）と下部（床側）に開閉ドアを境に
して左側と右側に計４個設置されている。ローラガイド機構は、ガイドローラをガイドレ
ールに押し付けると共に、ガイドローラが取り付けられているレバーに設置されたばねに
より押し付け力を調整している。
【０００４】
　このばね力の調整により、ガイドレールの取り付け不整によって引き起こされる、乗り
かごの前後方向及び左右方向の振動を抑制している。このようなローラガイド機構は、更
に能動的に制振するためガイドレールを挟んで両側に設けられた２つのガイドローラのガ
イドレールに対する押圧力を１つの制振アクチュエータによって制御し、乗りかごの傾き
や振動加速度を検出してガイドローラのガイドレールへの押付力を変化させることが知ら
れている。
【０００５】
　また、特開２００１-１２２５５５号公報（特許文献２）にあるように、乗りかごに静
的変位や動的変位が生じた場合でも、ローラガイド機構の制振アクチュエータの駆動力が
適切に働いて十分な振動低減効果を得る構成が提案されている。つまり、ローラガイド機
構にガイドレバーと、ガイドレバーに固定された制振アクチュエータ可動部を設け、制振
アクチュエータ可動部を磁石とコイルとを用いて駆動する構造とし、乗りかごが振動して
いる時にコイルに電流を流して制振アクチュエータ可動部を駆動させて振動を低減するこ
とが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６-１３１３８５号公報
【特許文献２】特開２００１-１２２５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そして、ローラガイド機構の制振アクチュエータを駆動して乗りかごの振動を抑制する
場合に、据付現場において制振アクチュエータを制御する制御装置の調整が必要となる場
合が往々にして生じる。つまり、制振アクチュエータを駆動する駆動信号（＝制御量）の
制御演算に必要な制御ゲイン等の制御パラメータは、設計段階で決めているのが一般的で
ある。しかしながら、実際にエレベータ装置が据え付けられる建築物の昇降路の現場状態
が想定した状態と大きく異なる場合、あるいは長年の使用により当初の現場状態が変化し
ている場合、据え付け現場において制御装置の制御演算に用いられる制御ゲイン等の制御
パラメータの再調整が必要となる。
【０００８】
　ところで、建築物の高層化によって乗りかごの走行速度が大きくなるにしたがい、ガイ
ドレールの取り付け不整によって引き起こされる、乗りかごに作用する前後方向、及び左
右方向の振動は低次の振動モードだけでなく、高次の振動モードも含むため複数の振動モ
ードに対する制振対策が必要となる。しかしながら、これら複数の振動モードは多くの場
合、相互に干渉してしまって一つの振動モードを抑制しようとすると他の振動モードが逆
に励起してしまい、制振効果を減じるという現象が発生する。
【０００９】
　例えば、特許文献１及び特許文献２に記載のものでは、低次の振動モードを抑制しよう
として制振アクチュエータを作動させると、その作動によって他の高次の振動モードが逆
に励起されることがあり、高速化されたエレベータ装置では制振能力に限界がでてくる。
【００１０】
　また、この他に乗りかごに設けたセンサの情報から乗りかごの移動に伴う風圧による外
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乱の力を推定し、この推定した外乱をもとに制御装置の調整を行うことも知られている。
ただ、この風圧が乗りかごにかかる方向は一方向であり、外乱推定は容易であるのでさほ
ど問題は生じない。しかしながら、上述したようにガイドレールの取り付け不整によって
発生する横方向の外乱は、乗りかごにかかる力及びモーメントの方向が多様であるため外
乱推定はかなり困難である。
【００１１】
　したがって、乗りかごの走行速度の高速化に伴って抑制すべき振動モードが増大してい
く中で、制振性能を維持、或いは向上しようとする場合、抑制すべき振動モードの個数以
上の振動検出センサ、制振アクチュエータを設置すれば良い。しかしながら、この場合、
エレベータ装置の制御装置で行われる制御演算はセンサ個数×制振アクチュエータ個数の
次元をもつ複雑な制御演算となる。このため、今まで行ってきていた設計段階や現場据え
付け段階での調整作業が困難になる、或いは調整作業効率が低下するという課題を生じる
。そして、この結果、据え付け完了までの期間が長くなるという課題を新たに生じること
になる。
【００１２】
　本発明の目的は、据え付け現場での調整を容易にして据え付け完了までの期間を短縮す
ることができるエレベータ装置及びこれの制振機構調整方法を提供することにある。ここ
で、本発明の実施例では、制振機構部としてローラガイド機構を用いたもので説明してい
るが、本発明はこれに限らず種々の制振機構部を用いても差し支えないものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の特徴は、制振機構部を作動させずに予め乗りかごを昇降させて取得した乗りか
ごに作用する加速度から、ガイドレールの取り付け不整によって乗りかごに与えられる外
乱を推定し、推定された外乱に基づき制振機構部の制振アクチュエータを制御する制御量
の少なくとも１つの制御パラメータの調整量を算出し、この調整量を用いて演算された制
御量で制振機構部の制振アクチュエータを作動させて乗りかごを昇降させ、この時に取得
した乗りかごに作用する加速度が所定値以下になるまで、制御パラメータの調整量を繰り
返し算出して制振機構部の制振アクチュエータに与える制御量を演算する、ところにある
。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、据え付け現場での調整を容易にして据え付け完了までの期間を短縮す
ることができるという効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１に実施形態になるエレベータ装置の構成を示す構成図である。
【図２】図１に示す制振機構部としてのローラガイド機構の構成を示す構成図である。
【図３】制御装置の構成を示すブロック図である。
【図４】制御装置で実行される制御演算の一例を示す制御フローチャート図である。
【図５】本発明の第２に実施形態になるエレベータ装置の構成を示す構成図である。
【図６】本発明の第３に実施形態になるエレベータ装置の構成を示す構成図である。
【図７】ガイドレールの不整状態を説明するための外観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明するが、本発明は以下の実施
形態に限定されることなく、本発明の技術的な概念の中で種々の変形例や応用例をもその
範囲に含むものである。
【実施例１】
【００１７】
　本発明の第１の実施形態について以下に説明するが、まず、乗りかごの移動中に振動を
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生じるガイドレールの不整な取り付け状態を図７に基づき簡単に説明する。ここではガイ
ドレールが乗りかごの扉側とその反対の奥側の方向にずれた状態で取り付けられた不整を
示している。
【００１８】
　図７において、左側ガイドレール７０の単位ガイドレール７０ａと単位ガイドレール７
０ｂの接続部Ｃ７０ａｂは扉側に向かって曲がっており、対する右側ガイドレール７１の
単位ガイドレール７１ａと単位ガイドレール７１ｂの接続部Ｃ７１ａｂは扉とは反対の奥
側に向かって曲がっている状態を示している。そして、このような取り付け不整の場合で
は、この領域を乗りかごが高速度で通過すると乗りかごの移動方向の軸心周りの回転振動
を励起しやすくなる。
【００１９】
　また、左側ガイドレール７０の単位ガイドレール７０ｄと単位ガイドレール７０eの接
続部Ｃ７０ｄｅは扉側に向かって曲がっており、対する右側ガイドレール７１の単位ガイ
ドレール７１ｄと単位ガイドレール７１ｅの接続部Ｃ７１ｄｅも扉側に向かって曲がって
いる。このような取り付け不整の場合、この領域を乗りかごが高速度で通過すると乗りか
ごは乗りかごの扉側とその反対の奥側に伸びる軸に並進、あるいはガイドレール側に向か
って伸びる軸周りの回転振動を励起しやすくなる。
【００２０】
　したがって、ガイドレール７０、７１の取り付け不整を把握し、どのような振動が励起
されやすいかがわかれば、それに対応してよりよい制振機構の調整が可能になる。尚、以
下の説明では乗りかごの扉側とその奥側の方向を前後方向、或いはx方向とし、これに直
交するガイドレール側の方向を左右方向、或いはy方向とし、乗りかごの移動方向を上下
方向、或いはz方向とし、各方向の軸線をx軸、ｙ軸、ｚ軸として説明する。
【００２１】
　そして、乗りかごが移動してる途中に乗りかごに生じる振動は、上下方向と横方向（＝
前後方向及び左右方向）の振動がある。上下方向の振動は、主に回転系の取り付け不整に
よって引き起こされる。横方向の振動は、ガイドレールの曲がりや段差に基づく取り付け
不整による強制変位が乗りかごに作用することによって引き起こされる。また、場合によ
ってはつり合い重りや隣接する乗りかごとすれ違う際の風が乗りかごに作用することによ
って引き起こされることもある。
【００２２】
　ところで、乗りかごの走行速度が増加していくと、ガイドレールの取り付け不整によっ
て励起される振動エネルギが増加すると共に、並進運動となる低次の振動モードのみなら
ず、回転運動となる高次の振動モードが励起される。振動の種類としては、前後方向及び
左右方向の並進運動と、各軸周りの３つの回転運動である計５つの運動があり、これらの
組み合わせを含めて複数の運動（振動モード）を抑制することが必要である。また、つり
合い重りや隣接する乗りかごのすれ違い時に受ける風も走行速度の増加に伴って大きくな
るので、これについても考慮する必要がある。
【００２３】
　このように乗りかごの走行速度の高速化が進むにつれて、乗りかごに生じる振動に対す
る制振作用を向上させていく必要がある。通常は、ガイドレールの据付精度の向上や風の
影響を低減する乗りかご形状の採用等の対策がとられるが、これだけでは乗りかごに生じ
る振動に対する制振作用は不十分であり、乗りかごの振動を能動的に制御しなくてはなら
ない。
【００２４】
　更に、設置されている制振機構部の制振アクチュエータの個数が抑制すべき振動モード
の個数より少ない場合、ある１つの振動モードを抑制しようとして制振アクチュエータを
作動させると、その作動によって他の振動モードが逆に励起されてしまうという干渉現象
を発生して制振能力に限界が生じる。抑制すべき振動モードと同数以上の制振アクチュエ
ータとすれば良いが、制振アクチュエータの個数が増大するにしたがい制御装置での制御
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演算が複雑化していき、制御ゲイン等の制御パラメータの調整作業が困難となり、十分な
振動抑制効果が得られないという課題や、調整作業に多くの時間を費やすという課題を生
じる。
【００２５】
　このような課題を解決すべく本実施例では、制振機構部を作動させずに予め乗りかごを
昇降させて取得した加速度から、ガイドレールの取り付け不整によって乗りかごに与えら
れる外乱を推定し、推定された外乱に基づき制振機構部の制振アクチュエータを制御する
制御量の少なくとも１つの制御パラメータの調整量を算出し、この調整量を用いて演算さ
れた制御量で制振機構部の制振アクチュエータを作動させて乗りかごを昇降させ、この時
に取得した加速度が所定値以下になるまで、制御パラメータの調整量を繰り返し算出して
制振機構部の制振アクチュエータに与える制御量を演算することを特徴としている。
【００２６】
　次に本発明の具体的な実施形態を図面に基づき説明する。図１において、エレベータ装
置の乗りかご１０はかご枠１１とかご室１２を有し、かご枠１１の上部と下部には、制振
機構部であるローラガイド機構１４、１５、１６、１７が設置されている。ローラガイド
機構１４、１５、１６、１７は、昇降路に設置されるガイドレール（図７に示している）
に当接しており、乗りかご１０はガイドレールに沿って昇降するものである。ローラガイ
ド機構１４、１５、１６、１７は乗りかご１０の左側と右側で、かつ乗りかご１０の前後
方向のほぼ中央に設置されている。そして、このローラガイド機構１４、１５、１６、１
７の設置位置に対応してガイドレールが昇降路壁面に取り付け固定されている。
【００２７】
　ガイドレールは図７にある通り、単位ガイドレール７０ａ～７０ｅ、７１ａ～７１ｅ（
もちろん、上下方向にこれらに接続される単位ガイドレールがあることは言うまでもない
）からなっており、この単位ガイドレールは４～５ｍの長さを有している。そして、単位
ガイドレールは昇降路に縦方向に連結して据え付けるため、単位ガイドレールの接続点に
おいて曲がりが生じる。乗りかご１０の昇降時には、単位ガイドレールの接続点の曲がり
が強制変位としてローラガイド機構１４、１５、１６、１７を介して乗りかご１０に作用
して横方向の振動を発生させることになる。
【００２８】
　このように、ガイドレールの取り付け不整に基づく乗りかご１０に作用する横方向の振
動を能動的に抑制すべく、ローラガイド機構１４、１５、１６、１７には制振アクチュエ
ータが取り付けられている。このローラガイド機構１４、１５、１６、１７の構成を図２
に示している。このように制振アクチュエータによって制振力を調整するものを能動的制
振機構部と呼んでいる。
【００２９】
　図２は制振機構部であるローラガイド機構１４、１５、１６、１７の一つを側面から見
た図である。まず、ローラ３０ａ、３０ｂはガイドレールの突出部の両端面を挟み込むも
ので、それぞれ一対のレバー３１ａ、３１ｂに軸支されており、これらのレバー下端が支
持台３２にピン支持されている。ここで、ローラ３０ａ、３０ｂは、乗りかご１０に横揺
れが発生したり、乗客の乗り込みによって乗りかご１０に偏荷重が発生しても、ガイドレ
ールから離れないようにしなければならない。
【００３０】
　ローラ３０ａ、３０ｂをガイドレールに押付けるため、レバー３１ａ、３１ｂに固定さ
れたコイルばね３３ａ、３３ｂが自然長から圧縮した状態で取付けられている。また、乗
りかごの異常な傾きを防ぐため、レバー３１ａ、３１ｂが一定の回転角を超えないように
それぞれ弾性体３４ａ、３４ｂが設置され、ストッパの役割を果たしている。更に、ロー
ラ３０ａ、３０ｂに直交するローラ３０ｃが設けられており、ローラ３０ｃはガイドレー
ルの突出部の先端に密着して回転するものである。
【００３１】
　ローラガイド機構の支持台３２に結合された支持板３５には、制振アクチュエータ３６
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が取付けられている。この制振アクチュエータ３６は、例えばボールネジ３７とカップリ
ング（ 図示せず）を介して可動体３８と直結されている。ここで、可動体３８は、制振
アクチュエータ３６と同様に支持板３５上に、例えばリニアガイド３９を介して取付けら
れ、ローラ３０ａ、３０ｂの揺動方向と同一方向のみに水平移動することができる。
【００３２】
　可動体３８には、その両端において左右に一対のロッド４０ａ、４０ｂが結合されてお
り、コイルばね３３ａ、３３ｂの端部が、このロッド端に設けたナット４１ａ、４１ｂに
より固定されている。このような構成によれば、制振アクチュエータ３６に指令を与えて
、可動体３７の水平動作を制御することでコイルばね３３ａ、３３ｂの圧縮力を変えるこ
とができる。
【００３３】
　また、ローラ３０ｃも実質的に同じ構成になっており、支持板３５には、制振アクチュ
エータ４２が取付けられている。この制振アクチュエータ４２は、例えばボールネジ４３
とカップリング（ 図示せず）を介して可動体４４と直結されている。ここで、可動体４
４は、アクチュエータ４２と同様に支持板３５上に、例えばリニアガイド４５を介して取
付けられ、ローラ３０ｃの揺動方向と同一方向のみに水平移動することができる。
【００３４】
　可動体４４には、その一端においてロッド４６が結合されており、コイルばね４７の端
部が、このロッド端に設けたナット４８により固定されている。このような構成によれば
、制振アクチュエータ４２に指令を与えて、可動体４４の水平動作を制御することでコイ
ルばね４７の圧縮力を変えることができる。
【００３５】
　ここで、アクチュエータ３６、４２への駆動信号は、乗りかご１０に設置された後述す
る加速度センサの出力から制御装置で演算されて決定されるものである。尚、図示したロ
ーラガイド機構１４、１５、１６、１７とは異なり、それぞれのローラ３０ａ～３０ｃの
押し付け力を個別のモータによって調整しても良く、また、制振アクチュエータとしてリ
ニアモータを用いても良いものである。
【００３６】
　図１に戻って、乗りかご１０にはガイドレールから与えられる振動を検出する加速度検
出器（以下、加速度センサという）が複数個設けられている。具体的には、乗りかご１０
の天井側の外側上面部の対角部分には加速度センサ１８、１９が設けられている。同様に
乗りかご１０の床側の外側下面部の対角部分には加速度センサ２０、２１が設けられてい
る。加速度センサ１８、１９の配置関係と加速度センサ２０、２１の配置関係は同じ関係
に設定されており、それぞれの加速度センサ１８～２１は、天井側の外側表面と床側の外
側表面の対角部分の角部に配置されている。これらの加速度センサ１８～２１はx方向（
前後方向）の加速度を検出するものである。これらの加速度センサは必ずしも角部に配置
されていなくても良い。
【００３７】
　また、かご枠１１の天井側の外表面に配置されたローラガイド機構１４の配置部分には
加速度センサ２２が配置され、これと対角の位置にあるかご枠１１の床側の外表面に配置
されたローラガイド機構１７の配置部分にも加速度センサ２３が配置されている。これら
の加速度センサ２２、２３はy方向（左右方向）の加速度を検出するものである。
【００３８】
　加速度センサ１８～２１で検出された加速度は第１制御装置２４に入力され、この検出
された加速度に基づいて乗りかご１の振動を抑制するための駆動信号（制御指令）を出力
する。第１制御装置２４は乗りかご１の前後方向（＝ｘ方向）の振動を抑制するための制
振アクチュエータ３６の駆動信号を出力する機能を備えている。第１制御装置２４は種々
の機能を実行するための制御装置であるが、ここでは乗りかごの振動を抑制する制振機能
を実行する制御装置として説明する。第１制御装置２４は基本的には、加速度から外乱力
を求める外乱力演算機能部２６Ａと、制御パラメータである制御ゲインを求める制御パラ
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メータ演算機能部２６Ｂと、この制御パラメータ演算機能部２６Ｂからの制御ゲインを用
いて制御量である駆動信号を演算する制御量演算機能部２６Ｃを有している。
【００３９】
　同様に、加速度センサ２２～２３で検出された加速度は第２制御装置２５に入力され、
この検出された加速度に基づいて乗りかご１の振動を抑制するための駆動信号（制御指令
）を出力する。第２制御装置２５は乗りかご１の左右方向（＝ｙ方向）の振動を抑制する
ための制振アクチュエータ４２の駆動信号を出力する機能を備えている。第２制御装置２
５も同様に種々の機能を実行するための制御装置であるが、乗りかごの振動を抑制する制
振機能を実行する制御装置として説明する。第２制御装置２５も、基本的には、加速度か
ら外乱力を求める外乱力演算機能部２７Ａと、制御パラメータである制御ゲインを求める
制御パラメータ演算機能部２７Ｂと、この制御パラメータ演算機能部２７Ｂからの制御ゲ
インを用いて制御量である駆動信号を制御演算する制御量演算機能部２７Ｃを有している
。
【００４０】
　ここで、本実施例では、ｘ方向に関する振動を抑制する第１制御装置２４と、ｙ方向に
関する振動を抑制する第２制御装置２５に分割されている。
【００４１】
　本実施例では、第１制御装置２４、第２制御装置２５及びローラガイド機構１４、１５
、１６、１７を纏めて制振機構ということにする。そして、第１制御装置２４と第２制御
装置２５は機能的に同じ構成を採用しており、乗りかご１０に作用する前後方向と左右方
向の振動を抑制するために、前後方向では制振アクチュエータ３６に駆動信号を送り、左
右方向では制振アクチュエータ４２に駆動信号を送っている。したがって、第１制御装置
２４と第２制御装置２５では各制振アクチュエータ３６、４２の駆動信号を算出するため
の制御演算が実行されている。
【００４２】
　制御装置の一例として第２制御装置２５の機能構成を図３に基づいて説明すると、第２
制御装置２５は４つの単位制御装置２５Ａ、２５Ｂ、２５Ｃ、２５Ｄから構成されている
。これは左右方向（＝y方向）に関する２つの加速度センサ２２、２３の入力から左右方
向に関する２つの制振アクチュエータ４２への駆動信号を決定するものである。それぞれ
の単位制御装置２５Ａ～２５Ｄは、加速度による外乱力Ｆ１１、Ｆ２１、Ｆ１２、Ｆ２２
を演算する外乱力演算機能部２７Ａと、制御ゲインであるＫ１１、Ｋ２１、Ｋ１２、Ｋ２
２を演算する制御パラメータ演算機能部２７Ｂと、周波数特性をもつ伝達関数Ｇ（ｓ）よ
りなる制御量演算機能部２７Ｃとから構成されている。伝達関数Ｇ（ｓ）は各単位制御装
置２５Ａ～２５Ｄとも共通であり、異なるのは制御ゲインである。制御ゲインＫ１１、Ｋ
２１、Ｋ１２、Ｋ２２は伝達関数Ｇ（ｓ）に反映され、これによって駆動信号が演算され
て出力されるものである。
【００４３】
　制御パラメータというのは本実施例では制御ゲインのことであり、y方向に関する各単
位制御装置２５Ａ～２５Ｄには４つ（複数）の制御パラメータが存在する。したがって、
ガイドレールの取り付け不整によって引き起こされる振動モードに応じて、各制御パラメ
ータの値が正確に決定されれば振動を効果的に抑制することができる。当然のことである
が、第１制御装置２４においても各制御パラメータの値が正確に決定されれば振動を効果
的に抑制することができることは言うまでもない。
【００４４】
　このように、第１制御装置２４、第２制御装置２５は図３に例示してある通り、複数の
単位制御装置を有しており、複数の制御パラメータの調整量を算出して制振アクチュエー
タの駆動信号の演算に使用されるものである。
【００４５】
　そして、上述したような現場据え付け段階での調整作業が困難になる、或いは調整作業
効率が低下するという課題を解決するために、本実施例では以下の調整方法を提案するも
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のである。図４は本実施例になる制御パラメータを自動的に調整するための調整工程を説
明する調整フローチャートを示している。
【００４６】
　まず、ステップＳ４０でローラガイド機構１４、１５、１６、１７等の制振機構部によ
る制振制御をかけない状態で乗りかごを所定の速度で昇降させ、この時の乗りかご１０に
取り付けた加速度センサ１８～２３より各加速度センサ１８～２３毎の走行データＡを取
得する。この走行データＡは、各加速度センサ１８～２３によって検出された、乗りかご
１０に作用する少なくとも前後方向及び左右方向の加速度を示している。これによってガ
イドレールにどのような方向の加速度を生じる取り付け不整が生じているか、或いはその
取り付け不整がどの程度のものかが推定できる。
【００４７】
　例えば、前後方向の加速度が大きい領域（昇降路に取り付けたガイドレールの縦方向位
置）があると、その領域でガイドレールが開閉扉の方向、或いは奥側の方向に傾いて取り
付けられていることが推定できる。同様に、左右方向でもガイドレールの取り付け不整が
推定できる。
【００４８】
　次にステップＳ４１で、走行データＡによる各加速度センサ１８～２３毎の加速度から
ガイドレールの取り付け不整に基づく外乱力を推定する。基本的には以下のような関係式
からガイドレールの取り付け不整に基づく外乱力の推定を行うことができる。
【００４９】
　加速度センサ１８～２３の設置位置での加速度情報xｓと乗りかご１０の重心周りの運
動加速度x0との関係が式（１）で表されたとする。
【００５０】
【数１】

【００５１】
ここで、Ｔは座標変換マトリクスであり、各加速度センサの設置位置と乗りかごの重心と
の関係を示している。
【００５２】
　そして、乗りかご１０の運動方程式は以下の式（２）で表すことができる。
【００５３】

【数２】

【００５４】
ここで、Ｍは乗りかご系の質量マトリクス、Ｃは減衰マトリクス、Ｋは剛性マトリクスで
あり、Frはガイドレールの取り付け不整より発生する外乱力を表している。
【００５５】
　更に式（１）を式（２）の第１項に代入して整理すると、
【００５６】

【数３】

【００５７】
となり、これは加速度センサで検出された加速度からガイドレールによる外乱力を推定で
きることを意味している。ただし、式（３）の
【００５８】
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【数４】

【００５９】
は加速度センサの加速度を積分して得られるものである。以上のような演算によって、ガ
イドレールの取り付け不整による外乱力Frが推定できると、いずれの振動モードが引き起
こされやすいかが判断できる。このように、各加速度センサ１８～２３によって、ガイド
レールの取り付け不整によって生じる複数の振動モードの内のいずれかを推定することが
できる。
【００６０】
　次に、ステップＳ４２では、外乱力に基づいて推定された引き起こされやすい振動モー
ドに関係する制御パラメータの調整量（制御ゲインの大きさ）の演算を行い、この演算さ
れた調整量を反映した制御量は出力回路に設定される。尚、この調整量は乗りかごに作用
する加速度を減少させる成分を持った調整量に設定されることは言うまでもない。もちろ
ん、励起される振動モードが複数あった場合は、これに対応した制御パラメータの調整量
の演算が行われることになる。そして、この制御パラメータの調整量は、予め振動モード
に対応して設定しておいた複数の調整量から適切な調整量を選定して得られるものであり
、調整量は電子的なメモリに形成されたテーブルを参照して求めることができる。制御パ
ラメータの調整量が求まると、制振アクチュエータ３６、４２の駆動信号の最終的な制御
演算が各制御装置２４、２５によって実行されることになる。
【００６１】
　次に、ステップＳ４３ではステップＳ４２で求められた制振アクチュエータ３６、４２
の駆動信号で制振アクチュエータ３６、４２を駆動してローラガイド機構１４、１５、１
６、１７等の制振機構部による制振制御を実行する。そして、この状態で乗りかご１０を
ステップＳ４０と同じ速度条件で昇降させ、この時の乗りかご１０に取り付けた加速度セ
ンサ１８～２３より各加速度センサ１８～２３毎の走行データＢを取得する。この走行デ
ータＢはステップＳ４２によって制御パラメータが調整された後なので走行データＡより
も加速度が小さく改善されている。
【００６２】
　次に、ステップＳ４４に進み、走行データＢの加速度が許容基準値より小さいかどうか
が判断される。ステップＳ４４で走行データＢの加速度が許容基準値より小さいと判断さ
れると、ステップＳ４２で設定した制御パラメータの調整量の設定が成功したとしてエン
ドに抜ける。これによって、制御パラメータの値が確定して以後の実際の運行で使用され
るものとなる。この場合も、複数の振動モードがあった場合はこれらに対応する加速度が
許容基準値より小さいかどうかが判断される。
【００６３】
　一方、ステップＳ４４で走行データＢの加速度が許容基準値より大きいと判断されると
、ステップＳ４２で設定した制御パラメータの調整量の設定が未だ成功していないとして
ステップＳ４５に進む。ステップＳ４５では、ステップＳ４１で推定された制振制御を実
行していないときの外乱力と、制振制御を実行した時の走行データＢによって制御パラメ
ータの調整量の再演算を実行する。すなわち、外乱力から導かれた振動モードを対象に、
ステップＳ４２で求めた制御パラメータの調整量に対して、更に加速度を抑制することが
できる調整量に変更する演算を実行する。
【００６４】
　例えば、外乱力と走行データとの関係は予めモデルとして構築されており、このモデル
に外乱力と走行データを代入してやることで調整量を求めることができる。この他に、乗
りかご１０を走行して得られた走行データＢの加速度が要求される所定の許容基準値に収
束する方向に、調整量を段階的に順次更新していく方法をとることもできる。要は、ステ
ップＳ４１で推定された外乱力から求まる振動モードを対象に、走行データＢの加速度が
要求される所定の許容基準値以下になるまで、制御パラメータの調整量を調整すれば良い
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ものである。
【００６５】
　そして、再びステップＳ４３～Ｓ４５を実行して適切な制御パラメータの調整量を探索
する処理を実行する。これらのステップを繰り返して、乗りかご１０に作用する加速度が
所定の許容基準値より小さくなるまで調整量の演算を行い、最期に乗りかご１０に作用す
る加速度が所定の許容基準値より小さくなるとエンドに抜けるものである。これによって
、最終的に制御パラメータの値が確定して以後の実際の運行で使用されるものとなる。
【００６６】
　ここで、上記した調整フローチャートはガイドレールの取り付け不整に基づく外乱力か
ら振動モードを推定するので、すべての振動モードについて乗りかごに作用する加速度が
所定の許容基準値より小さくなるまで調整フローチャートの実行が継続されるものである
。
【００６７】
　このように、本実施例では、制振機構部を作動させずに乗りかごを昇降させて取得した
加速度からガイドレールによって乗りかごに与えられる外乱力を推定し、推定された外乱
力に基づき制振機構部の制振アクチュエータを制御する制御量の少なくとも１つの制御パ
ラメータの調整量を算出し、この調整量を用いて演算された制御量で制振機構部の制振ア
クチュエータを作動させて乗りかごを昇降させ、この時に取得した加速度が所定値以下に
なるまで、制御パラメータの調整量を繰り返し算出して制振機構部の制振アクチュエータ
に与える制御量を演算するものである。したがって、複数の振動モードを抑制する複雑な
制御装置であっても、据え付け現場での調整を容易にして据え付け完了までの期間を短縮
することができるものとなる。
【００６８】
　ここで、本実施例では、外乱力を推定するためステップＳ４０においては、制振機構部
による制振制御をかけないで乗りかごを所定の走行速度で昇降させ、この時の乗りかご１
０に取り付けた加速度センサ１８～２３より走行データＡを取得するようにしている。し
かしながら、この時の乗りかご１０の速度はガイドレールの取り付け不整領域の数、及び
その位置によって調整された走行速度であることが望ましい。このように外乱力を推定す
る走行速度を変えることによって、更に制振効果を高める調整量を早く求めることができ
る。
【００６９】
　ガイドレールによる外乱力を推定するために、ステップＳ４０で示す制振制御を実行し
ないで乗りかご１０を昇降させる際に、その走行速度を乗りかご系の固有振動数に一致す
るように設定すると良い。この走行速度は、ガイドレール長に乗りかごの固有振動数を乗
ずれば導き出せる。乗りかご１０がガイドレール上を移動する過程で、制振すべき対象と
なる振動モードが複数存在する場合、それぞれの振動モードに対応する走行速度で走行デ
ータＡを取得することは有効である。
【００７０】
　走行データＡにおいて、乗りかごに作用する加速度が大きくなる箇所が、制振すべき固
有振動数の振動モードを引き起こす原因となるガイドレールの取り付け不整領域であるこ
とが推測できる。よって、この固有振動数に対応した走行速度で乗りかごを走行させて走
行データＡをとると、昇降路中のガイドレールがどの位置でどのような形態の取り付け不
整が生じているかを容易に把握することが可能となる。
【００７１】
　したがって、ガイドレールの取り付け不整形態、及び乗りかごの走行状態から最も引き
起こされやすい振動モードを導き出し、その振動モードに適した制御パラメータを算出す
ることができる。また、ガイドレールの取り付け不整形態、及び乗りかごの走行状態から
から乗りかご１０に影響を与える振動モードが発生するガイドレールの取り付け不整領域
（昇降路の縦方向位置）を推定することができる。このような情報から、引き起こされや
すい振動モードに対応した制御パラメータの調整量を導き出しておき、乗りかご１０の走



(14) JP 6295166 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

行中に対応する振動モードが発生するガイドレールの取り付け不整領域で、算出しておい
た制御パラメータの調整量を切り替えることによって制振機構の振動抑制効果を高めるこ
とが可能になる。もちろん、振動モードの発生領域が複数ある場合は、その領域毎に走行
速度を変えてやることも可能である。この場合、領域毎に制御パラメータの調整量を導き
出すことも可能である。
【００７２】
　また、ガイドレール長と乗りかごの固有振動数から導き出した複数の走行速度に基づい
て、それぞれの速度で乗りかごを昇降させ、加速度センサから最大加速度が発生している
走行速度を導き出し、この時の走行速度に対応して図４に示した手法によって制御パラメ
ータの調整量を求めることも有効である。これは走行速度によって外乱力の大きさが変化
するので、走行速度が大きいほど制振効果が強くなる調整量を使用することが有利である
。もちろん、最大加速度だけでなく、それぞれの加速度に対応した調整量を用いることも
可能である。
【００７３】
　更に、昇降路の高さ毎に複数の高さ領域に分割し、その分割された高さ領域毎に最大加
速度が発生している走行速度を算出し、図４に示す調整フローチャートに沿って、上記し
た走行速度で走行させた時の走行データに基づいて制御パラメータの調整量を求め、高さ
領域毎に制御パラメータの調整量を切り替えることも可能である。
【００７４】
　尚、本実施例では第１制御装置２４と第２制御装置２５を個別に設けているが、第１制
御装置２４と第２制御装置２５を纏めて一つの制御装置として構成することもできる。こ
のように一つの制御装置にまとめると、第１制御装置２４と第２制御装置２５を繋ぐ配線
にノイズが乗るといった影響を少なくできる、第１制御装置２４と第２制御装置２５の相
互のキャリブレーションが容易になるといった効果が期待できる。
【実施例２】
【００７５】
　次に本発明の第２の実施形態について説明する。実施例１では制御装置２４、２５に、
外乱力演算機能部２６Ａ、２７Ａと、制御ゲイン演算機能部２６Ｂ、２７Ｂと制御量演算
機能部２６Ｃ、２７Ｃを有しているが、本実施例では外乱力演算機能部２６Ａ、２７Ａを
分離した点で、実施例１と異なっているものである。
【００７６】
　図５に示すように、ｘ軸方向のガイドレールの取り付け不整に基づく外乱力を推定する
外乱力演算機能部２６Ａを第１制御装置２４から分離し、この外乱力演算機能部２６Ａか
らの出力を第１制御装置２４に入力し、これに基づいて、第１制御装置２４に設けられた
制御パラメータ演算機能部２６Ｂはｘ方向の制御パラメータの調整量を演算する。更に、
制御パラメータ演算機能部２６Ｂからの制御パラメータの調整量は制御量演算機能部２６
Ｃに入力される。
【００７７】
　更に、ｙ軸方向のガイドレールの取り付け不整に基づく外乱力を推定する外乱力演算機
能部２７Ａを第１制御装置２４から分離し、この外乱力演算機能部２７Ａからの出力を第
２制御装置２５に入力し、これに基づいて、第２制御装置２５に設けられた制御パラメー
タ演算機能部２７Ｂはｙ方向の制御パラメータの調整量を演算する。更に、制御パラメー
タ演算機能部２７Ｂからの制御パラメータの調整量は制御量演算機能部２７Ｃに入力され
る。この実施例においても、実施例１と同様の作用、効果を奏することができるものであ
る。
【００７８】
　更に、実施例１では、外乱力演算機能部２６Ａ、２７Ａと、制御ゲイン演算機能部２６
Ｂ、２７Ｂと制御量演算機能部２６Ｃ、２７Ｃを一体的に有しているが、外乱力演算機能
部２６Ａ、２７Ａと、制御ゲイン演算機能部２６Ｂ、２７Ｂと制御量演算機能部２６Ｃ、
２７Ｃをそれぞれ別体に構成することも可能である。
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【実施例３】
【００７９】
　次に本発明の第３の実施形態について説明する。実施例１では制御装置２４、２５によ
って制御パラメータの調整値を演算して制御量に反映するオンボード方式であるが、本実
施例ではエレベータ装置の据え付け者が有する制御パラメータ調整装置によって、制御パ
ラメータの調整量を求め、これを制御装置２４、２５に転送して調整作業を行う方式であ
る。制御パラメータ調整装置は携帯型の汎用コンピュータ（パーソナルコンピュータや携
帯タブレット）や、制御パラメータ調整ソフトを内蔵した専用の携帯型タブレットが使用
できる。
【００８０】
　制御パラメータ調整装置２８は第１制御装置２４、第２制御装置２５とは分離して据え
付け者が携帯するものである。制御パラメータ調整装置２８は外乱力演算機能部２６Ａ、
２７Ａと、制御パラメータ演算機能部２６Ｂ、２７Ｂを備えており、演算して求められた
制御パラメータの調整量を第１制御装置２４、第２制御装置２５に転送するものである。
このため、第１制御装置２４、第２制御装置２５は外乱演算機能部２６Ａ、２７Ａと、制
御パラメータ演算機能部２６Ｂ、２７Ｂを備えていない。
【００８１】
　そして、調整作業において、据え付け者は加速度センサ１８～２３と第１制御装置２４
、第２制御装置２５とを信号線で制御パラメータ調整装置２８に接続する。その後、図４
に示した制御フローのステップを実行することによって得られた制御パラメータの調整量
を第１制御装置２４、第２制御装置２５に送って制振制御を実行するものである。
【００８２】
　つまり、制御パラメータ調整装置２８は、制振機構部を作動させずに乗りかご１０を昇
降させて取得した加速度からガイドレールによって与えられる外乱を推定し、推定された
外乱に基づき制振機構部の制振アクチュエータ３６，４２を制御する制御量の少なくとも
１つの制御パラメータの調整量を算出して制御装置２４，２５に転送する。そして、制御
装置２４，２５は、転送されてきた調整量を用いて演算した制御量で制振機構部の制振ア
クチュエータを作動させて乗りかごを昇降させる。更に、制御パラメータ調整装置２８は
図４に示す通り、この時に取得した加速度が所定値以下になるまで、制御パラメータの調
整量を繰り返し算出して制御装置２４，２５に与えるように動作するものである。
【００８３】
　もちろん、この場合もガイドレールの取り付け不整に基づく外乱力から振動モードを推
定するので、すべての振動モードについて加速度が基準値より小さくなるまで継続される
ものである。
【００８４】
　尚、制御パラメータ調整措置２８は携帯しないで、それぞれの制御装置２４、２５が設
けられている制御盤に取り付けられていても良いものである。制御盤に取り付けられてい
る場合は、据え付け者が制御パラメータ調整措置２８から最終的な制御パラメータの調整
量を取り出せるように構成することもできる。この場合は、制御パラメータ調整措置２８
に、読み出し用のコネクタを設けることで実施できるものである。
【００８５】
　以上説明した通り、本発明は、制振機構部を作動させずに乗りかごを昇降させて取得し
た加速度からガイドレールによって与えられる外乱を推定し、推定された外乱に基づき制
振機構部の制振アクチュエータを制御する制御量の制御パラメータの調整量を算出し、こ
の調整量を用いて演算された制御量で制振機構部の制振アクチュエータを作動させて乗り
かごを昇降させ、この時に取得した加速度が所定値以下になるまで、制御パラメータの調
整量を繰り返し算出して制振機構部の制振アクチュエータに与える制御量を演算するとこ
ろにある。
【００８６】
　これによれば、複数の振動モードを抑制する制御装置であっても、据え付け現場での調
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整を容易にして据え付け完了までの期間を短縮することができるようになる。
【符号の説明】
【００８７】
　１０…乗りかご、１１…かご枠、１２…かご室、１３…開閉扉、１４～１７…制振機構
部（ローラガイド機構）、１８～２３…加速検出器、２４…第１制御装置、２５…第２制
御装置、２５Ａ～２５Ｄ……単位制御装置、２６Ａ、２７Ａ…外乱力演算機能部、２６Ｂ
、２７Ｂ…制御パラメータ演算機能部、２６Ｃ、２７Ｃ…制御量演算機能部、３６、４２
……制振アクチュエータ。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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